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令和８年度予算要求の基本方針について 
 
 
１ 予算要求の基本方針 

○ 本県財政は、これまでの財政健全化の取組により、財政指標は着実に改善傾向にあるが、急速な

高齢化の進展などに伴う社会保障関係費等の増や、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化への対応

などによる財政構造の硬直化に加え、物価高や混迷する世界情勢、気候変動問題など、景気の下振

れリスクにより、今後の税収の見通しが不透明であるなど、予断を許さない状況にある。 

○ 一方で、人口減少が加速度的に進む中、財政健全化と併せ、本県が飛躍・発展していくためには、

国内外から「茨城に住みたい、住み続けたい」人が大いに増える、「活力があり、県民が日本一幸

せな県」の実現を目指し、「新しい茨城」づくりに向けた施策を構築していくことが必要である。 

○ このため、予算要求に際しては、特に次の点を重視し臨まれたい。 

・ 経済の好循環を着実に実現していくため、国と歩調を合わせた物価高対策、賃上げ支援を行う

とともに、労務単価の上昇をはじめとする調達価格の上昇を適切に要求に反映することにより、

適切な価格転嫁を推進し、物価高に対応すること。 

・ 常識にとらわれず、新しい発想で施策を展開すること。 

・ 既存の施策についても、ＰＤＣＡサイクルの観点から成果と課題を検証し、必要に応じて内容

を見直すこと。 

・ 限りある財源を有効に活用するため、あらゆる施策の「選択と集中」の徹底を図ること。 

・ デジタル技術活用の流れが加速する社会構造の変化を前向きに捉え、デジタル化を推進しつつ

生産性の向上を目指すこと。 

 
 
２ 令和８年度要求限度額設定方針等 
 
 (1) 義務的経費及びこれに準ずる経費   … 所要額 
 

(2) 一般行政費、公共以外の投資的経費  … ±０％ 

  ※ただし、物価上昇対応分（維持管理経費等）は所要額 

 
  (3) 公共事業費（国補・県単）      … 所要額 
                                        
  (4) 新しい茨城づくり特別枠（一般経費）… 要求上限は設けない 
 
 
３ 留意事項 
 (1) 部局長・課室長・チームリーダーの主導で、横断的に抜本的な事務事業の見直しを行うこと。 
  (2) 限られた財源・人員で的確に政策目標を達成するため、既存の予算や組織を所与のものとせず、事

業の実績等を十分に踏まえ、業務の簡素化、無駄の排除、手順の合理化等に徹底的に取り組むこと。 
  (3) 部局間の連携を密にし、「活力があり、県民が日本一幸せな県」を実現するための４つのチャレン

ジとの整合を図ること。 
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令和８年度一般会計当初予算要求の考え方 総務部財政課

義務的経費・
これに準ずる経費

・人件費
・公債費
・社会保障関係費
・税交付金等

（所要額）

公共事業費

（所要額）（±０）

一般行政費・
公共以外の投資的経費

新しい茨城づくり
特別枠

◆シーリングの考え方
・一般行政費及び公共以外の投資的経費・・・・・・±０％
※賃金や調達価格の上昇を適切に反映するため物価上昇対応分（維持管理経費等）は所要額

・義務的経費及びこれに準ずる経費、公共事業費・・所要額

◆新しい茨城づくり特別枠：要求上限は設けない

R7:8,383億円
(一財:7,742億円)

R7:1,074億円
(一財:187億円)

R7:3, 180億円
(一財:1,023億円)

物価上昇
対応分

（所要額）


